様式３
　質　問　回　答　書

令和８年　６月１７日


「令和８年度インターネットを活用した自殺対策相談対応業務」公募型プロポーザルに関する質問について、下記のとおり回答します。

	質問
	回答

	仕様書
・「令和8年度自殺対策SNS相談運営業務」との棲み分けについてご教示ください。



４　業務の内容
・月間及び年間の相談者数の目標値はありますか。

（１）
・Google検索広告の掲載費は、委託料に含まれますか。また、広告費の目安、想定している掲載時間についてご教示ください。

・「自殺に関する用語」の検索語句で想定しているものはございますでしょうか。


（２）
・広告クリック後に表示するホームページは受託者が新規制作・保守する前提でよろしいでしょうか。また、ホームページには電話・メール相談のみの掲載で、チャット相談は掲載しないという理解でよろしいでしょうか。




（３）
・チャット相談の実施は必須でしょうか。また、チャット相談はリアルタイムチャット又は非同期型チャットのどちらを想定されておりますでしょうか。また、「24時間365日相談を受け付ける体制」「原則24時間以内に初回相談対応を行う。」とは、フォーム等で24時間受付可能な体制を指し、相談員による対応は原則24時間以内でよいという理解でよろしいでしょうか。

・相談対応体制について、回線数や対応時間の定めはございますでしょうか。

（４）
・「適切な関係機関」とは、どのような支援機関を想定されていますでしょうか。


（７）
・過年度実績または想定として、広告表示数、クリック数、相談受付件数、継続相談件数の目安があればご教示ください。
・過年度実績について、相談件数、時間帯の相談傾向、メール相談及びチャット相談の割合について可能な範囲でご教示ください。

・履行期限は2027年3月15日だが、年報提出は4月10日までとなっている。契約期間はいつからいつまでになりますでしょうか。

４　業務の内容、６　緊急時の対応
・本業務で受託者に求められている相談対応方法はチャット相談、メール相談（緊急時は既存の電話窓口に連携する）でしょうか。それとも、チャット相談・メール相談・電話相談すべて受託者による対応でしょうか。

	
・当業務は幅広い層（広告流入者）を対象としており、解決策を探している方への相談対応を行うものです。一方、SNS相談業務は主に若者を対象とし、悩みを誰かに聞いてほしい方への相談窓口となっております。

・月間25名、年間200名の新規相談者数を目標としております。


・広告の掲載費は委託料に含まれており、月額230,000円を想定しております。また、掲載時間は24時間を想定しております。

・検索語句については委託者からの指定はありませんが、月間の新規相談者数を目標とし、広告表示回数、アクセス数、相談者数の推移を踏まえ、必要に応じて見直しをお願いします。

・仕様書に記載のとおり、受託者においてホームページを作成し、事前に委託者と協議の上、了承を得る必要があります。ホームページには電話及びメールによる相談窓口の掲載を必須としますが、チャット相談の掲載については委託者との協議によるものとします。なお、電話相談窓口については、公的機関、民間団体、福島県精神保健福祉センター、保健所等の相談窓口情報を掲載するようお願いいたします。

・チャット相談は相談者の要望に応じて実施するようお願いいたします。なお、リアルタイム対応は必須ではなく、非同期型チャットでの対応も可能です。また、24時間365日受付可能な体制を整備し、原則として24時間以内に相談員による初回対応を行うようお願いいたします。





・相談対応体制については、原則24時間以内の対応以外に特段の定めはありません。


・「適切な関係機関」とは、警察、保健所、精神保健福祉センター等を想定しています。まずは、委託者を通じて、各関係機関へ情報提供し、必要に応じて受託者が直接連絡を行う場合があります。

・令和7年度の実績は以下のとおりです。なお、下記以外の実績については回答できません。
　広告表示数　　　91,453回
　広告クリック数　 7,474回
　新規相談件数　　　271件
　継続相談件数　　　 90件


・契約期間は、仕様書２に記載のとおり令和8年7月16日から令和9年3月15日までとなります。



・主に受託者がメール相談及びチャット相談により対応を行い、必要に応じて電話相談を行うようお願いいたします。




